
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
文
学
部
所
蔵
「
富
田
文
書
」
の
解
題
・
文
書
目
録
・
翻
刻
（
一

部
）
を
示
し
た
う
え
で
、
基
礎
的
考
察
を
適
宜
お
こ
な
う
。
な
お
本
稿
は
、
杉
山

巖
・
戸
谷
穂
高
両
名
に
よ
る
共
同
執
筆
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
一

日
の
原
本
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
方
々
に
も
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

屋
良
健
一
郎
・
堀
川
康
史
・
宮
�
正
博
（
以
上
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社

会
系
研
究
科
大
学
院
生
）、
金
�
泰
（
同
研
究
生
）、
畑
山
周
平
・
横
山
綾

乃
・
小
池
勝
也
・
下
田
桃
子
・
長
崎
健
吾
・
宮
野
健
司
（
以
上
、
同
文
学
部

歴
史
文
化
学
科
学
部
生
）

ま
た
文
学
部
所
蔵
文
書
の
調
査
報
告
は
、
過
去
に
も
本
紀
要
四
・
七
・
八
号
に

て
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
今
回
の
調
査
も
そ
れ
と
多
分
に
連
続
す
る
点
を
付
記
し

て
お
く
。

一

富
田
氏
と
そ
の
文
書

後
掲
目
録
�
よ
り
わ
か
る
よ
う
に
、
本
文
書
群
の
時
代
分
布
は
天
正
末
期
〜
元

和
年
間
、
お
よ
び
十
七
世
紀
末
、
そ
し
て
幕
末
期
に
ほ
ぼ
三
分
さ
れ
る
。

富
田
氏
関
係
文
書
群
は
、
ま
ず
明
治
三
十
七
年
に
、
東
京
府
麻
布
区
市
兵
衛
町

富
田
知
止
氏
所
蔵
に
か
か
る
も
の
が
、
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
掛
に
よ
っ
て
採

訪
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
は
、
影
写
本
『
富
田
文
書
』（
請
求
記
号

3071.36

―24

）

の
前
半
部
分
（
第
一
丁
〜
第
五
二
丁
、
十
七
点
）
と
し
て
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
と
近
世
文
書
群
と
を
あ
わ
せ
て
、
同
四
十

三
年
十
二
月
二
十
三
日
に
東
京
大
学
が
購
入
し
た
も
の
が
、
現
在
文
学
部
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
富
田
文
書
で
あ
る
。

そ
の
後
の
昭
和
五
年
に
な
っ
て
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
で
は
、
東
京
府
豊
多
摩

郡
世
田
谷
町
三
宿
に
転
居
し
て
い
た
富
田
氏
の
も
と
に
再
び
史
料
採
訪
に
訪
れ
て

い
る
。
前
述
し
た
影
写
本
『
富
田
文
書
』
の
後
半
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が

東
京
大
学
文
学
部
所
蔵
富
田
文
書
の
紹
介

戸

谷

穂

高

杉

山

巖

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
五
号

二
〇
一
一
年
三
月
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そ
れ
で
あ
る
。

二

富
田
氏
歴
代
の
系
譜
関
係

本
節
で
は
、
原
蔵
者
富
田
氏
に
つ
き
、
一
次
史
料
の
豊
富
な
一
白
を
初
代
と
便

宜
的
に
定
め
、
そ
れ
以
降
の
系
譜
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。

�

一
白
（
平
右
衛
門
尉
・
左
近
将
監
、
入
道
水
西
）

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
「
知
信
」
と
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
実
名
、「
一
白
」
を

道
号
と
み
な
す
文
献
も
多
い
が
誤
り
で
あ
る
。
対
北
条
氏
交
渉
失
敗
の
責
務
を

負
っ
た
の
ち
も
、
政
権
内
に
て
多
く
の
活
動
を
確
認
で
き
、
そ
の
致
仕
は
あ
く
ま

で
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
慶
長
四
年
十
月
二
十
八
日
没
。

�

信
高
（
初
名
知
勝
・
知
信
、
信
濃
守
、
入
道
宗
作
）

現
在
は
影
写
本
を
と
お
し
て
の
み
確
認
で
き
る
天
正
十
八
年
十
月
二
十
八
日
付

後
陽
成
天
皇
口
宣
案
に
て
、「
豊
臣
知
信
」
が
従
五
位
下
・
信
濃
守
に
任
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
は
一
白
息
、
つ
ま
り
以
後
「
信
濃
守
」
と
し
て
史
料

上
に
確
認
で
き
る
信
高
を
指
す
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
文
禄
四
年
よ
り
伊
勢
安

濃
津
城
主
、
慶
長
十
三
年
九
月
に
伊
予
板
島
（
宇
和
島
）
へ
加
封
さ
れ
る
も
、
同

十
八
年
十
月
改
易
、
磐
城
平
藩
鳥
居
忠
政
の
も
と
に
預
け
ら
れ
る
。
寛
永
十
年
二

月
二
十
九
日
没
。

�

知
幸
（
藤
五
郎
、
入
道
宗
清
）

父
信
高
と
と
も
に
磐
城
平
藩
に
蟄
居
の
す
え
、
水
戸
徳
川
頼
房
に
仕
え
る
。

以
下
、
富
田
家
の
当
主
は
�
知
宣
・
�
知
辰
・
�
知
真
・
�
知
利
・
�
知
重

（
妹
は
長
尾
景
徳
に
嫁
す
）
	
知
字
・


知
定
（
水
戸
藩
書
院
番
頭
七
〇
〇
石
・

元
治
二
年
に
古
河
で
切
腹
）
と
続
き
、
�
知
止
（
安
島
信
立
次
男
）
の
時
に
史
料

採
訪
が
行
わ
れ
る
と
共
に
、
本
文
書
群
が
東
京
大
学
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三

文
書
群
の
構
成
と
文
書
個
々
の
問
題
点

次
に
、
本
文
書
群
の
構
成
を
概
括
し
て
お
く
。

第
一
括

天
正
年
間
〜
十
七
世
紀
中
期
に
か
け
て
の
武
家
発
給
文
書
で
、
現
在
は

一
巻
に
軸
装
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）

家
康
息
秀
忠
は
、
文
禄
元
年
九
月
九
日
〜
文
禄
三
年
二
月
十
三
日
間
に
権

中
納
言
（
の
ち
散
位
）、
そ
し
て
『
家
忠
日
記
』
な
ど
に
よ
り
、
家
康
の
関
東

下
向
・
秀
忠
の
上
洛
が
確
認
さ
れ
る
文
禄
二
年
と
比
定
さ
れ
る
。

本
文
書
の
花
押
は
、
中
村
孝
也
氏
『
新
訂
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
巻
之

二
、
一
三
四
〜
一
三
九
頁
の
「
花
押
集
」
に
第
二
系
列
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
（
年
月
未
詳
）
二
十
三
日
付
浅
野
長
政
（
長
吉
）
宛
書
状
（
大
日
本

古
文
書
『
浅
野
家
文
書
』
一
三
四
号
）
に
も
同
様
の
も
の
を
見
出
せ
る
。

（
二
）

差
出
は
不
明
な
が
ら
も
、
越
後
堀
氏
関
係
者
か
ら
伊
予
在
国
中
の
富
田
信

高
へ
充
て
ら
れ
た
書
状
と
推
測
さ
れ
る
。
土
井
利
勝
ら
に
対
す
る
加
増
の
記
事

な
ど
か
ら
慶
長
十
五
年
の
も
の
と
さ
れ
、
信
高
息
藤
五
郎
や
信
高
弟
佐
野
信
吉

と
の
交
流
、
お
よ
び
伯
耆
米
子
藩
領
処
理
や
要
人
死
没
な
ど
の
情
報
が
も
た
ら

さ
れ
る
ほ
か
、
堀
氏
側
か
ら
奉
公
人
召
し
抱
え
の
切
実
な
る
要
請
が
あ
る
の
も
、

幕
藩
体
制
確
立
期
と
も
い
う
べ
き
、
当
時
の
政
治
情
勢
を
如
実
に
も
の
が
た
る
。

（
三
）

差
出
の
秋
田
実
季
は
、
慶
長
七
年
に
本
領
秋
田
か
ら
常
陸
国
宍
戸
に
転
封
、
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同
十
六
年
正
月
十
六
日
に
秋
田
城
介
に
補
任
さ
れ
（
後
陽
成
天
皇
口
宣
案
「
東

北
大
学
図
書
館
所
蔵
秋
田
家
史
料
」『
青
森
県
史
』
資
料
編
中
世
二
、
八
二
四

号
）、
寛
永
元
年
春
に
入
道
（
号
宗
実
）
す
る
点
、
そ
し
て
文
面
か
ら
将
軍
の

代
替
わ
り
の
直
後
と
う
か
が
わ
れ
る
点
か
ら
、
七
月
に
秀
忠
か
ら
家
光
へ
の
代

替
わ
り
が
行
わ
れ
た
元
和
九
年
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
実
季
が
、
こ
の
機
に

信
高
入
道
宗
作
へ
の
恩
赦
が
下
さ
れ
る
よ
う
望
ん
で
い
る
状
況
と
と
も
に
、

鷹
・
鴈
な
ど
主
要
贈
答
品
、
は
て
は
犬
ま
で
も
確
保
に
難
儀
す
る
状
況
、
そ
の

一
方
、『
源
氏
物
語
』
の
書
写
、
煎
茶
の
贈
与
な
ど
、
大
名
層
が
新
文
化
の
担

い
手
と
な
る
そ
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
四
）

幕
府
老
中
安
藤
重
信
が
、
本
多
正
信
・
正
純
父
子
を
通
じ
て
「
御
新
城
御

台
所
」
ま
で
年
寄
の
派
遣
を
命
じ
ら
れ
た
旨
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。「
彼
公

事
」
と
は
、
津
和
野
藩
主
坂
崎
出
羽
守
の
一
族
で
、
罪
を
え
て
家
中
を
出
奔
し

た
左
門
を
信
高
が
匿
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
出
羽
守
が
引
き
渡
し
を
求
め
た
件

を
指
し
て
お
り
、
信
高
改
易
の
引
き
金
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
な
お
信
高
の

室
は
出
羽
守
の
妹
で
あ
る
。

（
六
）

内
藤
忠
興
は
、
元
和
八
年
、
鳥
居
忠
政
の
出
羽
山
形
転
封
に
際
し
て
、
磐

城
平
藩
主
と
な
っ
た
。
先
述
の
「
左
門
事
件
」
に
よ
っ
て
信
高
が
磐
城
蟄
居
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
息
知
幸
（
宗
清
）
と
も
交
友
が
生
ま
れ
、
水
戸
藩
仕
官
後

も
こ
の
よ
う
な
音
信
の
形
で
両
者
の
関
係
は
継
続
し
た
。

（
七
）

宗
清
か
ら
、
内
藤
忠
興
・
稲
葉
正
則
を
経
て
、
鼓
胴
が
将
軍
に
献
上
さ
れ

て
い
る
。
な
お
こ
の
件
は
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
内
藤
忠
興
の
項
に
「
延
宝

二
年
九
月
十
一
日
海
松
鋤
の
蒔
絵
し
た
る
小
鼓
の
胴
を
た
て
ま
つ
る
」
と
あ
り
、

そ
の
年
次
が
判
明
す
る
が
、
宗
清
が
献
上
の
主
体
で
あ
る
点
は
伏
せ
ら
れ
て
い

る
。

（
八
）

伊
達
・
芦
名
間
に
て
摺
上
原
合
戦
が
お
こ
な
わ
れ
た
天
正
十
七
年
七
月
の

情
勢
に
合
致
す
る
が
、
明
ら
か
に
後
世
の
作
で
あ
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、

偽
作
者
が
あ
え
て
白
河
隆
綱
を
書
状
発
給
者
に
選
ん
だ
点
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

隆
綱
の
存
在
は
、
江
戸
期
白
河
氏
（
仙
台
・
秋
田
両
系
統
と
も
）
関
係
者
の
歴

史
認
識
か
ら
抹
消
さ
れ
て
お
り
、『
白
河
市
史
』
五
古
代
・
中
世
資
料
編
２

（
一
九
九
一
年
）
の
編
纂
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
明
ら
か
と
な
っ
た
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
（
隆
綱
を
、
戦
国
期
白
河
氏
最
後
の
当
主
義
親
と
同
一
と
み
な
す
説
、

あ
る
い
は
別
人
と
す
る
説
と
が
現
在
も
併
存
す
る
が
、
筆
者
（
戸
谷
）
は
後
者

を
推
す
）。
こ
の
よ
う
な
人
選
、
ま
た
冒
頭
の
「
此
度
佐
・
会
以
御
相
談
」
な

ど
比
較
的
こ
な
れ
た
表
現
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
創
作
の
素
材
と

な
っ
た
一
次
史
料
の
存
在
を
推
測
で
き
よ
う
か
。

第
二
括

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
信
高
の
項
に
み
え
る
初
名
「
知
勝
」
で
発
給
さ

れ
た
文
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
宛
所
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
が
、
富
田
氏
発
給
文
書
で
あ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
影
写
本
に
も
載
録

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
他
の
受
給
文
書
と
は
別
個
に
保
管
さ
れ
て
い
た
可
能

性
も
あ
る
。

第
三
括

幕
府
が
中
井
正
清
を
棟
梁
と
し
て
造
営
し
た
内
裏
は
、
慶
長
十
八
年
十

一
月
十
九
日
に
上
棟
を
迎
え
て
お
り
、
本
文
書
は
同
年
に
比
定
で
き
る
。「
左
門

事
件
」
に
よ
っ
て
江
戸
に
召
喚
さ
れ
た
信
高
の
処
遇
を
心
配
す
る
近
衛
信
尹
の
姿

に
、
信
高
の
広
範
な
交
友
関
係
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
四
括

松
平
秀
康
は
越
前
入
国
後
、
慶
長
六
年
〜
十
一
年
に
か
け
て
、
福
井
城

の
大
規
模
普
請
を
進
め
て
い
る
。
文
意
の
不
明
な
部
分
も
多
い
が
、
塀
や
堀
、
は

て
は
絵
付
き
で
櫓
、
な
ど
各
施
設
の
構
築
に
、
秀
康
が
具
体
的
な
指
示
を
出
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宛
所
の
土
屋
正
明
は
大
野
城
主
を
務
め
た
重
臣
で
、
秀
康

死
後
に
殉
死
し
て
お
り
、
そ
の
子
孫
で
、
津
山
森
藩
執
政
を
務
め
た
長
尾
勝
明
が

識
語
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
文
書
は
富
田
氏
と
積
極
的
な
関
連
性
を

見
い
だ
せ
ず
、
ま
た
影
写
本
不
採
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
何
ら
か
の
理
由
で

混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
五
〜
一
〇
括

い
ず
れ
も
秀
吉
に
よ
る
知
行
充
行
に
関
連
す
る
文
書
で
あ
り
、

天
正
十
八
・
十
九
年
の
美
濃
・
近
江
国
内
知
行
時
代
と
、
文
禄
四
年
の
伊
勢
国
内

知
行
時
代
と
が
あ
る
。
す
で
に
三
鬼
清
一
郎
氏
編
『
豊
臣
秀
吉
文
書
目
録
』（
名

古
屋
大
学
文
学
部

一
九
八
九
年
）
に
て
そ
の
存
在
は
把
握
さ
れ
、
ま
た
七
・
八

に
つ
い
て
は
『
三
重
県
史
』
資
料
編
近
世
１
（
一
九
九
三
年
）
に
影
写
本
を
底
本

と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。

第
一
一
・
一
二
括

ま
ず
一
一
括
は
、
冒
頭
に

「
野
井
川
村

一
、
三
百
七
拾
石
弐
斗
弐
升
五
合

冨
田
主
殿
助

布
野
村

一
、
七
百
五
拾
壱
石
六
斗
五
合

同

土
居
村

一
、
五
百
八
十
九
石
八
斗
三
升
弐
合

同

石
原
村

一
、
弐
百
八
十
九
石
七
斗
八
升
弐
合

同

〆
弐
千
壱
石
四
斗
四
升
五
合

」

な
ど
と
み
え
る
よ
う
に
、
給
人
別
に
知
行
の
所
在
・
石
高
を
書
き
連
ね
た
も
の
で

あ
り
、
記
載
内
容
の
確
認
を
通
し
て
、
知
行
分
布
に
く
わ
え
、
富
田
家
中
の
構
成

に
迫
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
羽
柴
譜
代
系
大
名
が
相
次
ぐ
加
増
の
な
か
で
い
か

に
家
中
を
拡
充
し
た
の
か
、
そ
の
内
実
を
検
討
す
る
う
え
で
、
富
田
氏
の
事
例
は

希
少
価
値
を
持
つ
。
伊
予
移
封
後
の
史
料
で
あ
る
一
二
括
の
性
格
と
あ
わ
せ
、
別

の
機
会
に
検
討
し
た
い
。

以
上
に
紹
介
し
た
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
の
文
書
、
お
よ
び
十
七
世
紀
中
頃

の
文
書
と
と
も
に
、
本
文
書
群
を
構
成
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
要
素
が
幕
末
の
水

戸
藩
に
関
わ
る
一
連
の
史
料
で
あ
る
（
第
一
三
括
〜
二
九
括
）。
こ
れ
ら
の
史
料

は
、
ａ
�
富
田
知
定
の
代
よ
り
富
田
家
に
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
、
ｂ
�

本
来
は
安
島
家
に
伝
来
し
て
い
た
も
の
が
、
安
島
信
立
の
次
男
知
止
が
富
田
家
を

継
い
だ
際
に
富
田
家
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
大
別
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
富
田
家
の
幕
末
の
当
主
で
あ
る
知
定
に
つ
い
て
そ
の
事
蹟
を
簡
単
に

紹
介
し
て
お
く
。
富
田
知
定
（
一
八
三
八
―
六
五
）
は
、
本
稿
「
二
」
で
触
れ
た

富
田
家
の
第
九
代
当
主
知
字
の
長
男
と
し
て
産
ま
れ
た
。
父
知
宇
が
祖
父
知
重
に

先
立
っ
て
死
去
し
た
た
め
、
知
定
は
知
重
の
跡
を
継
ぎ
、
中
寄
合
・
使
番
・
目

附
・
側
用
人
を
経
て
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
水
戸
藩
の
参
政
と
な
り
、
元
治
元

年
（
一
八
六
四
）
に
は
書
院
番
頭
に
昇
っ
た
。

水
戸
藩
に
あ
っ
て
知
定
は
、
尊
皇
攘
夷
を
唱
え
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に

将
軍
継
嗣
問
題
や
条
約
調
印
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
た
井
伊
直
弼
ら
に
よ
り
藩

主
徳
川
斉
昭
が
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
孝
明
天
皇
が
水
戸
藩
に
下
し
た
勅
書
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を
め
ぐ
っ
て
翌
六
年
に
斉
昭
が
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
る
と
、
赦
免
を
願
っ
て
運
動
し

た
と
い
う
。

次
い
で
元
治
元
年
、
い
わ
ゆ
る
「
天
狗
党
の
乱
」
が
起
き
る
と
、
知
定
は
水
戸

藩
の
連
枝
で
讃
岐
国
高
松
藩
主
の
松
平
頼
聰
に
従
い
那
珂
湊
で
幕
府
の
軍
勢
と
戦

い
、
後
に
降
伏
し
た
も
の
の
、
翌
元
治
二
年
（
四
月
七
日
に
改
元
し
て
慶
応
元

年
）
に
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
本
『
水
戸
藩
死
事

録
』
第
一
冊
、
四
一
丁
）。
そ
の
後
、
富
田
の
家
は
水
戸
藩
の
参
政
を
勤
め
た
安

島
信
立
（
安
政
の
大
獄
の
際
に
切
腹
）
の
次
男
知
止
が
継
承
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
富
田
文
書
の
う
ち
、
幕
末
の
史
料
を
具
体
的
に
紹
介
す
る
。

第
一
三
括

こ
の
懐
中
鏡
入
に
は
、
次
の
よ
う
な
和
歌
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。

我
心

鏡
に
う
つ
る
も
の
な
ら
は

よ
に
た
く
ひ
な
き

姿
な
ら

ま
し

（
花
押
）

末
尾
に
据
え
ら
れ
て
い
る
花
押
【
図
１
】
を
み
る
と
、
そ
の
花
押
は
「
烈
公

画
」
と
し
て
『
水
戸
名
家
遺
墨
集
』（
一
九
四
二
年
）
一
七
に
収
め
ら
れ
て
い
る

「
少
女
」（
安
島
務
氏
蔵
）
の
賛
の
花
押
【
図
２
】
と
同
型
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
和
歌
を
書
き
付
け
た
人
物
は
徳
川
斉
昭
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
鏡
入

は
、
お
そ
ら
く
中
の
鏡
と
と
も
に
徳
川
斉
昭
よ
り
拝
領
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
斉

昭
よ
り
鏡
を
拝
領
し
た
人
物
が
富
田
知
定
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
安
島
信
立
が

拝
領
し
て
安
島
家
に
伝
来
し
て
い
た
も
の
が
知
止
を
通
し
て
富
田
家
に
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
未
詳
で
あ
る
が
、
斉
昭
の
遺
墨
の
一
つ
と
し
て
貴

重
な
も
の
で
あ
る
。

【
図
１
】

富
田
文
書
・
第
一
三
括
「
懐
中
鏡
入
」

【
図
２
】

徳
川
斉
昭
画
・
賛
「
少
女
」
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第
一
四
〜
一
六
括

こ
れ
ら
は
徳
川
斉
昭
の
和
歌
詠
草
や
書
状
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
第
一
四
括
―
（
一
）
の
和
歌
詠
草
と
（
二
）
の
書
状
は
、
包
紙
に
「
拝
領

安

島
帯
刀
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
島
信
立
が
拝
領
し
て
本
来
は
安
島
家
に
伝
え
ら

れ
て
い
た
も
の
が
、
知
止
家
督
相
続
に
よ
り
富
田
家
に
移
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

第
一
七
・
一
八
括

こ
れ
ら
は
共
に
徳
川
斉
昭
に
よ
る
朱
筆
の
書
き
込
み
が
あ
る

建
白
書
類
で
、
斉
昭
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に
書
き
込
み
が
な
さ
れ
、
近
臣
の
参
政

で
あ
っ
た
富
田
知
定
あ
る
い
は
安
島
信
立
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
一
九
〜
二
一
括

こ
れ
ら
は
、
徳
川
斉
昭
の
親
族
よ
り
富
田
知
定
に
宛
て
ら
れ

た
書
状
群
で
、
発
給
者
は
斉
昭
の
跡
を
継
い
で
水
戸
藩
主
と
な
っ
た
徳
川
慶
篤
、

斉
昭
の
九
男
で
後
に
備
前
岡
山
藩
の
池
田
家
を
継
い
だ
松
平
昭
休
、
斉
昭
の
室
貞

芳
院
（
吉
子
女
王
）
ら
で
あ
る
。

第
二
二
〜
二
八
括

こ
れ
ら
は
、
幕
末
の
水
戸
家
の
家
臣
と
し
て
署
名
な
人
々
の

書
状
か
ら
な
る
。
こ
の
う
ち
二
四
括
―
（
一
）「
安
島
信
立
書
状
」
は
信
立
か
ら

養
父
の
彦
之
允
信
順
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
、
ま
た
二
五
括
―
（
一
）「
会
沢
安
書

状
」
は
信
立
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
二
括
「
戸
田
忠
敬
書
状
」

は
宛
所
を
欠
く
も
の
の
、
信
立
の
実
父
戸
田
忠
敬
よ
り
信
立
に
宛
て
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
ま
た
二
五
括
―
（
二
）「
会
沢
安
書
状
」
は
信
立
の
実
父
戸
田
忠

敬
宛
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
一
連
の
書
状
は
、
信
立
が
安
島
家
を
継
承
し
た
こ
と
に

よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
戸
田
家
文
書
の
一
部
に
、
信
立
自
身
の
も
と
に
到
来
し
た
文

書
が
加
わ
り
、
そ
れ
ら
が
富
田
家
に
移
っ
た
も
の
に
、
さ
ら
に
蒐
集
さ
れ
た
「
名

士
」
の
書
状
を
加
え
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
九
括

こ
れ
は
全
三
八
丁
か
ら
な
る
富
田
知
家
の
覚
書
で
、
表
紙
に
は
『
知

定
君
殉
難
之
砌
』
懐
中
之
雑
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
子
細
な
検
討
は
今
度

の
課
題
で
あ
る
。

以
上
、
富
田
文
書
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
を
検
討
し
な

が
ら
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

最
後
に
、
富
田
文
書
の
中
か
ら
代
表
的
な
文
書
を
紹
介
し
、
本
稿
を
終
え
る
こ

と
と
す
る
。
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○
翻
刻

１
の
１

徳
川
家
康
書
状

（
付
箋
）

『
東
照
宮
』

（
羽
柴
秀
吉
）

従

大
閤
様
御
朱
印
』
致
頂
戴
、
忝
義
難
申
』
盡
存
候
、
即
草
生
津
之
』
湯
を
汲

寄
、
於
于
此
方
』
可
致
湯
治
候
之
間
、
此
趣
』
可
然
之
様
御
取
合
憑
入
候
、』
将

（
指
月
伏
見
城
）

（
徳
川
秀
忠
）

又
御

城
御
普
請
過
半
』
出
来
之
由
目
出
存
候
、
中
納
言
』
無
由
断
様
御
指
南

頼
』
入
候
、
頓
而
隙
明
次
第
』
可
罷
上
候
間
、
萬
事
』
其
刻
可
申
述
候
、
恐
々
謹

言
、十

月
十
二
日

家
（
花
押
）

（

一

白

）

冨
田
左
近
将
監
殿

１
の
２

堀
摂
津
守
某
文
書

（
付
箋
）

『
小
西
行
長
』

御
使
札
於
知
行
所
〈
ニ
〉』
拝
見
忝
候
、
我
等
事
、
此
』
比
〈
ハ
〉
い
と
ま
申
上
、

知
行
へ
』
参
在
之
候
事
〈
ニ
〉
候
、』

（
直
重
）

一
、
堀
淡
路
と
し
金
五
枚
』
御
返
被
下
、
誠
々
忝
』
奉
存
候
、
不
慮
之
仕
合
』

（
堀
修
理
）

〈
ニ
〉
而
御
芳
志
〈
ニ
〉
罷
成
候
者
、』
右
之
金
拙
者
〈
へ
〉
可
相
渡
』
由
、
庄
作

被
申
越
候
へ
ハ
、』
知
行
〈
ニ
〉
在
之
故
、
我
々
』
�
使
者
を
壱
人
、』
庄
作
・

（
ヵ
）

淡
路
御
渡
シ
、』
被
遊
仕
候
、
淡
路
近
比
』
忝
之
由
御
礼
申
遊
候
、』

（
佐
野
信
吉
）

（
×
廿
）

（

足

利

）

一
、
佐

修
無
何
事
、
去
月
』
廿
三
、

四
日
比
〈
ニ
〉
ゑ
ち
こ
守
あ
し
か
ゝ

〈
ニ
〉』
在
之
を
、
ミ
廻
と
て
、
其
地
〈
へ
〉』
立
寄
之
噂
申
出
候
キ
、』
此
程
江

戸
〈
へ
〉
御
越
由
』
候
之
間
、
定
而
御
状
可
被
』
遣
令
存
候
事
、』（

冨
田
知
幸
）

一
、
其
元
相
替
事
無
之
由
』
珎
重
存
候
、
こ
ゝ
も
と
無
』
別
条
候
、
藤
五
様
御
そ

く
』
さ
い
之
由
〈
ニ
〉
候
、
併
此
比
〈
ハ
〉』
知
行
所
〈
ニ
〉
い
申
候
間
、
御

ミ
廻
』〈
ハ
〉
不
申
候
、
御
用
等
者
』
被
仰
付
様
ニ
と
、
庄
作
〈
へ
〉』
申
談
事

間
、
可
御
心
安
候
事
、』

（
土
井
利
勝
）

一
、
土
大
炊
殿
三
万
五
千
石
〈
ニ
〉』
御
成
〈
ニ
〉
而
候
、
主
知
行
近
所
』
壱
万

（
立
花
宗
茂
）

五
千
石
、
明
所
を
』
被
遣
候
、
立
左
近
〈
も
〉
二
』
万
石
之
加
そ
う
共
、

前
々
』
合
弐
万
石
共
申
候
、
知
行
〈
ニ
〉
在
之
』
候
間
、
よ
く
〈
ハ
〉
不
存
候
、

（
定
綱
）

松
平
』
越
中
殿
も
壱
万
五
千
石
〈
ニ
〉』
御
成
由
申
候
事
、』

（

貞

泰

）

（
一
政
）

（
長
勝
）

一
、
伯
州
〈
へ
ハ
〉
加
藤
左
衛
門
尉
・
』
関
長
門
・
市
橋
下
総
遣
候
、』
前
之
お

（
島
田
重
次
）

と
な
二
、
三
人
身
』
上
済
候
由
申
候
、
嶋
次
兵
衛
』
伯
州
国
仕
置
所
々
』
引
渡

シ
〈
ニ
〉
被
遣
候
、
右
之
』
衆
少
充
か
そ
う
由
〈
ニ
〉
候
、』
廿
二
日
〈
ニ
〉

江
戸
出
候
、
地
立
〈
ハ
〉』
廿
三
日
〈
ニ
〉
被
出
存
候
、
よ
く
〈
ハ
〉
不
存
候

事
、』

一
、
仙
石
市
蔵
煩
、
江
戸
〈
ニ
〉
而
』
七
月
四
日
〈
ニ
〉
罷
去
〈
ニ
〉
而
候
、』

（
仙
石
秀
久
）

左
候
〈
ハ
〉
越

州
跡
目
〈
ニ
〉』
孫
江
戸
〈
ニ
〉
い
被
申
候
、
父
子
』
間
け

〈
ニ
ハ
〉
不
知
と
申
、』
き
こ
ひ
申
事
候
事
、』

（

伊

奈

忠

次

）

一
、
本
■
州
女
中
・
い
な
』
備
前
も
罷
申
候
、
是
〈
ハ
〉』
先
書
〈
ニ
〉
申
入
候

事
、』

一
、
三
郎
左
衛
門
と
申
牢
人
預
〈
ケ
〉』
申
度
と
申
候
処
、
但
馬
・
淡
路
』（
よ

り
）
懇
ニ
可
申
越
候
由
』
被
仰
越
候
、
両
人
�
被
』
申
越
候
、
か
ん
に
ん
成

間
』
敷
候
間
、
い
か
ゝ
と
思
召
候
、』
併
是
非
〈
ニ
〉
令
申
候
ハ
ヽ
、』
御
同
心

（
×
め
）

之
由
承
候
、
細
々
』
忝
存
候
、
御
た
の
も
し
く
』
存
事
候
、
其
様
子
別
帋

〈
ニ
〉』
但
馬
・
淡
路
方
迄
申
』
入
候
、
よ
く
�
�
書
中
御
』
ら
ん
被
成
可
被
下

候
、』
是
非
奉
頼
候
、
恐
惶
』
謹
言
、』
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堀
津
守

（
×
一
）

八

月
五
日

■
（
花
押
）

（
信
高
）

冨
信
の
様人

々
御
中

（
追
而
）

尚
々
奉
公
人
事
、
初
〈
ハ
〉』
三
郎
左
衛
門
と
申
も
の
進
』
度
候
、
後
〈
ニ
ハ
〉

瀬
兵
衛
と
申
』
も
の
進
度
候
由
申
候
キ
、』

（
行
間
）

不
首
尾
之
様
〈
ニ
〉
可
被
思
召
』
候
へ
ハ
、
様
子
両
人
方
〈
へ
〉』
懇
〈
ニ
〉
申

入
候
、
御
尋
可
被
成
候
、』
何
と
も
、
我
々
〈
へ
〉
の
御
ほ
ん
〈
ニ
〉
而
候
、』
何

も
わ
か
き
も
の
同
様
な
る
者
』〈
ニ
〉
而
候
ゆ
へ
、
さ
様
〈
ニ
〉
申
候
事
、』
是
非

御
同
心
可
忝
候
、
被
懸
御
目
』
を
、
御
ふ
し
や
う
〈
ニ
〉
而
候
へ
、
被
■
、』
十

二
、
三
人
身
〈
ニ
〉
か
ゝ
り
候
ゆ
へ
、』
被
懸
御
目
を
衆
へ
一
人
』
つ
ゝ
、
む
り

〈
ニ
〉
御
無
心
申
』
事
〈
ニ
〉
而
候
、
お
か
た
』
御
同
心
ニ
候
、
両
人
被
申
越

様
、』
忝
よ
り
〈
ハ
〉
御
た
の
も
し
く
』
存
事
候
、
忝
々
�
�
か
し
く
、』

１
の
３

秋
田
実
季
書
状

御
札
拝
見
忝
存
候
、
仍
御
』
煩
御
本
腹
之
由
、
千
々
萬
々
』
目
出
度
御
心
易
存
候
、

（

徳

川

家

光

）

醫
道
』
御
鍛
錬
之
故
と
存
候
、
然
者
』
当

将
軍
様
〈
へ
〉
御
代
相
』
渡
、
世
上

目
出
度
儀
共
迄
』
と
聞
申
候
、
来
年
も
成
』
候
ハ
ヽ
、
牢
人
衆
御
赦
免
之
』
衆
も

可
有
之
候
哉
ら
ん
、
御
』
手
前
な
と
御
頼
か
け
ら
る
へ
』
き
事
専
用
候
、
被
懸
』

御
目
、
相
積
候
儀
と
も
得
貴
』
意
度
候
、
将
又
鷹
犬
之
』
事
、
九
兵
衛
か
た
迄
蒙

（
此
ヵ
）

仰
候
、』
□
方
〈
ニ
〉
も
一
円
無
之
も
の
〈
ニ
〉
候
、』
乍
去
空
〈
キ
〉
御
返
事

（
処
ヵ
）

も
』
如
何
候
ま
ゝ
、
よ
く
も
な
き
狗
、』
□
□
□
、
不
可
立
御
用
候
、』
□
□
つ
の

宮
〈
ノ
〉
者
候
て
、』
□
□
犬
引
入
申
も
の
』
相
拘
申
候
つ
る
、
其
も
の
相
果
、』

は
た
と
事
か
き
申
候
、
并
〈
ニ
〉』
生
鴈
ノ
事
易
御
用
〈
ニ
〉
候
、』
路
次
に
て
死

可
申
も
不
知
』
之
間
、
二
、
三
つ
も
と
存
候
へ
と
も
、』
爰
元
わ
な
・
も
ち
御
法

度
』
故
、
調
法
不
自
由
故
、
先
』
一
つ
進
之
候
、
重
而
又
可
』
進
之
哉
、
御
報
ニ

可
承
候
、
萬
々
』
御
病
後
〈
ニ
〉
候
ま
ゝ
、
可
御
六
借
』
と
存
候
、
委
細
三
郎
左

迄
申
候
』
間
、
可
被
聞
召
届
候
、
恐
惶
』
謹
言
、

秋
城
介

極
月
十
一
日

実
季
（
花
押
）

源
氏
之
事
無
油
断
』
申
付
候
ま
ゝ
、
出
来
次
第
』
可
進
献
候
』

（
信
高
）

宗
作
様

貴
報

（
追
而
）

尚
以
其
元
と
も
し
油
』
不
自
由
之
や
う
に
九
兵
衛
』
申
候
間
、
任
有
合
小
桶
』

（
行
間
）

令
進
献
候
、
并
■
■
■
』
■
■
■
■
■
■
、
セ
む
ち
や
』
つ
ほ
一
進
候
、
御
た
い

所
ノ
』
下
々
ニ
可
被
下
候
、
今
ハ
い
つ
か
た
も
』
煎
候
ち
や
は
や
り
申
候
と

て
、』
江
戸
ノ
衆
へ
も
御
心
易
』
衆
へ
ハ
如
此
仕
進
上
申
候
』
間
如
此
候
、
も
し

御
用
〈
ニ
〉』
立
候
者
、
と
く
可
進
候
、

１
の
４

安
藤
重
信
書
状

以
上

急
度
申
入
候
、
御
家
中
』
御
年
寄
衆
弐
人
、』
御
新
城
御
臺
所
迄
』
早
々
被
仰
付
、

（
本
多
正
信
）

（
本
多
正
純
）

御
越
』
可
有
之
候
、
佐

州
・
本
』
上
州
被
仰
付
候
付
て
、』
如
此
申
入
候
、
定
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而
彼
公
』
事
之
事
ニ
て
可
有
御
』
座
候
間
、
其
御
心
得
之
衆
を
』
両
人
可
有
御
越

候
、』
恐
々
謹
言
、

安
對
馬
守

神
無
月
八
日

重
信
（
花
押
）

（
信

高
）

冨
田
信
濃
守
殿

人
々
御
中

１
の
５

本
多
正
純
書
状

（
徳
川
家
康
）

（
其
ヵ
）

大
御
所
様
〈
へ
〉
為
端
午
』
御
祝
儀
、
御
帷
子
五
』
□
内
御
単
物
弐
御
』
進
上
被

成
候
、
致
披
』
露
候
処
、
御
仕
合
能
』
御
座
候
条
可
御

心
易
候
、
猶

御
内
書
』
追
而
相
調
可
進
之
候
、』
恐
々
謹
言

本
上
野
介

五
月
三
日

正
純
（
花
押
）

（

信

高

）

冨
田
信
濃
守
殿

１
の
６

内
藤
忠
興
書
状

（
ヵ
）

貴
札
殊
栄
螺
一
折
被
』
懸
御
意
御
心
入
之
段
忝
令
存
候
、』
如
仰
先
日
之
御
出

久
々
〈
ニ
〉
而
』
得
御
意
大
慶
存
候
、
其
以
後
』
神
そ
以
使
可
申
入
と
存
候

処
、』
何
角
延
引
か
様
罷
成
候
、』
弥
御
無
事
之
由
珎
重
存
候
、』
近
日
水
戸

〈
江
〉
御
引
越
被
成
之
由
』
御
尤
御
座
候
、
就
夫
於
岩
城
』
鷹
場
川
な
と
御
か
り

被
成
度
之
由
』
何
時
〈
ニ
〉
而
も
安
御
事
候
、
自
然
』
水
戸
筋
用
所
も
候
ハ
ヽ
可

申
』
入
候
、
被
入
御
念
預
示
過
分
存
候
、』
猶
期
後
音
之
時
候
、
恐
惶
』
謹
言
、

内
藤
帯
刀

四
月
十
日

忠
興
（
花
押
）

（
表
書
）（

知
幸
）

冨
田
宗
清
様御

報

１
の
７

内
藤
忠
興
書
状

一
筆
令
啓
達
候
、
其
』
許
弥
御
無
事
〈
ニ
〉
可
有
御
』
座
候
、
珎
重
存
候
、
然

者
』
海
松
鋤
鼓
之
筒
、
今
程
』
御
城
〈
ニ
〉
御
鼓
無
御
座
由
』
承
候
付
、
差
上
申

度
由
』
稲
葉
美
濃
守
殿
〈
へ
〉
申
上
候
』
所
〈
ニ
〉、
一
昨
十
一
日
首
尾
能
』

（
徳
川
家
綱
）

（
稲
葉
正
則
）

公
方
様
〈
江
〉
差
上
、
難
有
』
奉
存
候
、
殊
美
濃
守
殿
�
』
指
上
候
へ
ハ
、
天
下

之
名
物
〈
ニ
〉』
罷
成
候
由
被
仰
下
、
拙
者
仕
合
』
与
大
悦
御
察
可
被
成
候
、』
右

之
御
祝
儀
迄
銀
子
』
弐
拾
枚
・
箱
肴
一
種
令
』
進
覧
之
候
、
為
御
知
セ
以
』
飛
脚

如
此
御
座
候
、
恐
惶
』
謹
言
、

内
藤
帯
刀

九
月
十
三
日

忠
興
（
花
押
）

（
表
書
）（

知
幸
）

冨
田
宗
清
□

人
々
御
中

１
の
８

白
河
隆
綱
書
状
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（
ヵ
）

此
度
佐
・
会
以
御
相
談
其
勢
催
五
千
余
騎
被
』
運
魚
鱗
鶴
翼
、
然
処
奥
北
伊
達
太

守
』
政
宗
公
俄
然
与
御
対
陣
、
去
四
日
遂
一
戦
、』
相
互
拗
矢
切
矛
、
士
不
廻
踵
、

馬
不
詰
轡
、
一
』
日
血
刃
、
手
負
・
討
死
数
不
知
其
、
戦
場
白
骨
』
積
如
山
、
満

河
血
流
染
沙
中
、
保
土
源
』
今
年
共
上
代
諸
人
命
闘
死
古
今
難
哉
、
見
』
聞
方
知

不
知
摸
手
槌
胸
、
無
貴
賤
無
』
老
少
悲
歎
哀
慟
、
只
且
於
爰
岸
柳
』
攅
眉
■
■
泣
、

（
ヵ
）

両
天
地
為
愁
、
況
於
人
情
』
乎
、
雖
然
思
磨
到
于
今
干
鎧
■
甲
、
旌
旗
』
閃
于
地
、

両
雄
相
争
於
爰
雖
経
数
日
、
未
決
』
輪
�
奥
寔
蝸
牛
両
角
頭
候
間
、
孰
勝
』
也
、

孰
劣
也
、
然
ニ
歎
切
累
葉
骨
肉
之
絶
遠
儀
、
公
』
為
媒
介
被
成�
、
御
代
官
一
両
輩

被
差
越
、
漸
時
宜
成
就
』
之
上
、
■
■
凍
御
目
前
証
拠
也
、
左
候
者
千
乗
』
万
海

南
北
平
均
国
家
属
安
全
、
則
諸
輩
喚
』
万
歳
民
啼
投
千
壌
之
歎
、
大
平
一
曲
天
下

■
』
耳
、
懇
之
喜
悦
ニ
候
、
万
端
雖
有
余
管
』
城
公
子
築
毫
地
提
筆
鋒
而
騒
乱

■
』
国
逼
迫
之
間
、
不
腐
毫
候
、
恐
々
謹
言
、

夷
則
十
一
蓂

隆
綱
（
花
押
）

ま
い
る
人
々
御
中

睡
眠
之
余
、
信
筆
■
付
候
、
御
嘲
弄
を
以
て
』
御
陳
中
御
懸
り
候

２

富
田
知
勝
書
状

今
度
者
不
始
之
、
被
於

御
前
、
種
々
』
御
取
成
故
、
仕
合
よ
く

御
目
見
へ
仕
、

罷
』
上
候
儀
、
別
而
可
永
寿
存
候
、
尤
致
祗
候
、』
御
暇
候
て
可
申
上
候
へ
と
も
、

乍
自
由
以
書
状
』
申
上
候
、
来
春
者
早
々
罷
下
、
万
事
』
可
得
御
意
候
、
若
上
方

御
用
等
も
御
座
候
者
、』
可
被
仰
付
候
、
猶
近
日
可
申
上
候
、
不
及
御
報
候
、』

恐
々
謹
言
、

七
月
九
日

知
勝
（
花
押
）

（
追
而
）

〈
前
欠
〉
詣
次
第
御
座
候
、
以
上

３

近
衛
信
尹
書
状

廿
三
日
之
書
状
』
当
月
四
日
に
来
』
着
、
江
戸
〈
へ
〉
被
越
』
よ
し
尤
候
、
定

而
』
漸
実
否
可
相
究
と
』
令
察
候
、
其
事
』
は
や
く
聞
申
度
』
念
望
迄
候
、』
禁

（
中
井
正
清
）

中
之
御
作
事
』
今
月
ハ
可
有
』
成
就
よ
し
、
太
和
守
』
申
請
与
、
上
下
』
珎
重
な

る
事
に
候
、』
構
而
此
辺
無
』
何
事
候
之
間
、』
可
心
安
候
、』
か
し
く
、

小
春
十
五
日

（
花
押
）

（
信
高
）

冨
信
州

（
猶
々
書
）

猶
々
急
便
に
』
其
許
に
て
の
様
』
躰
可
示
預
候
、
明
』
暮
き
か
ま
ほ
し
く
候
、

（
封
紙
）

冨
信
州

（
花
押
）

封

４

松
平
秀
康
書
状

態
使
札
く
ハ
し
く
承
候
、』
よ
ろ
つ
ふ
し
ん
は
』
か
行
申
、
一
た
ん
』
満
足
不
過
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之
候
、』

一
、
へ
い
ち
や
お
そ
く
候
』
間
、
い
か
や
う
〈
ニ
〉
も
ぬ
ら
セ
』
め
さ
れ
へ
く
候

事
、』

一
、
木
く
つ
れ
申
候
ハ
ぬ
』
や
う
〈
ニ
〉
土
を
い
れ
、』
つ
き
め
さ
れ
へ
く
候
、

下
』
者
よ
り
可
申
候
事
、』

一
、
東
之
ほ
り
成
次
第
』〈
ニ
〉
い
そ
き
ほ
ら
セ
』
め
さ
れ
へ
く
候
、
此
』
方
よ

り
下
申
者
い
そ
』
き
申
付
、
二
人
』
や
く
に
ち
や
へ
そ
』
を
つ
け
あ
る
へ

（
長
谷
部
正
茂
ヵ
）

く
、』
采
女
正
〈
ニ
〉
か
た
く
』
申
遣
候
つ
る
、』

一
、
や
く
ら
（
絵
）』
如
此
之
事
、』

一
、
代
官
者
お
そ
く
』
い
て
か
し
申
者
、
其
』
通
早
々
申
越
め
』
さ
れ
候
へ
く
申

候
也
、』
猶
小
袖
祝
着
候
、』

九
十
八
日
（
花
押
）

（
切
封
）

よ
り

（
土
屋
正
明
）

土
左
馬
殿

秀

（
追
而
）

尚
々
、
い
つ
方
』
ほ
ら
セ
申
も
先
』

（
行
間
）

お
き
、
何
を
ほ
ら
セ
』
め
さ
れ
へ
く
候
、』
其
方
も
の
と
も
ハ
』
何
ハ
お
き
候

て
、』
と
い
く
つ
れ
く
ち
』
め
さ
れ
へ
く
候
、

越
前
黄
門
秀
康
公
者
、』（
一
字
台
頭
）
東
照
大
神
君
之
令
子
也
、
智
』
勇
兼
備
、

人
咸
悦
服
矣
、
予
』
曾
祖
土
屋
左
馬
助
正
明
』
仕
而
承
殊
恩
、
所
賜
之
手
』
書
尊

而
匣
之
、
予
幸
伝
一
』
通
、
装
飾
以
為
家
宝
也
、
冀
』
公
之
徳
沢
歴
世
不
竭
、
正

明
』
之
忠
誠
久
而
弥
彰
、
題
一
』
語
於
巻
末
永
�
子
孫
耳
、

貞
享
二
稔
乙
丑
正
月
吉
旦

長
尾
伊
賀
勝
明
謹
識

５

美
濃
国
知
行
方
目
録

美
濃
国
知
行
方
目
録

一

五
百
七
拾
三
石
四
斗

池
田
郡

本
郷
市
橋
代
官
所

一

三
百
八
拾
五
石
八
斗

同

萩
原
同

一

百
九
拾
参
石
七
斗
一
升

同

田
中
村
同

一

六
百
九
拾
壱
石
弐
斗

同

く
つ
井
三
ヶ
村
同

一

八
拾
七
石
五
斗

同

段
村
同

一

弐
百
八
拾
壱
石
七
斗

同

宮
地
村
同

一

参
百
弐
拾
九
石
六
斗

同

か
う
し
が
い
と
同

一

八
拾
壱
石
三
斗

同

す
な
は
た
村
同

一

千
百
八
拾
八
石
二
斗

同

片
山
村
同

一

参
百
四
十
七
石
九
斗

同

上
野
村
同

一

弐
百
九
拾
六
石
四
斗

同

東
野
村
同

一

六
百
石
五
斗
一
升

同

六
井
む
ら
同

一

百
六
拾
壱
石
八
斗

同

青
柳
同

一

五
百
五
十
九
石
三
斗

同

田
畑
村
同

一

参
百
四
拾
七
石
四
斗

同

ふ
ち
し
ろ

だ
ん

な
べ
う
同

一

弐
百
六
拾
石
八
斗

同

山
ほ
ら
同

一

参
百
九
拾
七
石
一
斗

同

草
深
村
同
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一

千
弐
百
弐
拾
六
石
九
斗

同

八
幡
村
同

合
八
千
拾
石
五
斗
二
升

右
為
加
増
令
扶
助
訖
、
全
可
領
知
者
也

天
正
十
九
年
後
正
月
十
六
日
（
朱
印
）

（

一

白

）

冨
田
左
近
将
監
と
の
へ

６

近
江
国
蒲
生
郡
内
知
行
方
目
録

近
江
国
蒲
生
郡
内
知
行
方
目
録

一

弐
百
弐
拾
五
石
六
斗
八
升

蒲
生
郡

上
畠
村

一

参
百
六
拾
弐
石
二
斗
六
升

同

倉
橋
部

一

四
百
拾
五
石
六
斗
三
升

同

す
ゑ
村

一

四
百
六
拾
弐
石
三
升

同

七
里
村

一

六
百
六
拾
壱
石
六
斗
二
升

同

く
す
し
村

一

八
百
八
拾
七
石
五
升

同

ひ
か
し
川
村

一

千
百
弐
拾
七
石
四
升

同

ゆ
け
む
ら

一

七
百
九
拾
四
石
四
斗
六
升

同

川
も
り
村

一

五
百
五
拾
八
石
七
升

同

い
わ
井
村

一

九
百
六
拾
石
九
斗
五
升

同

お
く
ち
む
ら

一

弐
百
七
拾
六
石
一
斗
四
升

同

殿
原
村

一

千
百
六
拾
八
石

蒲
生
こ
ほ
り

い
し
て
ら

一

四
百
七
拾
五
石
三
斗
八
升

同

か
も
ふ
堂

一

七
百
弐
十
七
石
六
斗
五
升

同

岡
本
村
内

合
九
千
百
七
石
三
斗

右
令
扶
助
畢
、
全
可
領
知
者
也

天
正
拾
九
年
四
月
廿
六
日
（
朱
印
）

（

一

白

）

冨
田
左
近
将
監
と
の
へ

７

羽
柴
秀
吉
知
行
充
行
状
（
折
紙
）

伊
勢
国
安
芸
郡
』
白
子
村
栗
真
内
』
弐
千
石
之
事
』
無
役
令
扶
助
之
』
畢
、
全
可

領
知
者
也

文
禄
四

五
月
十
六
日
（
朱
印
）

（

一

白

）

冨
田
左
近
将
監
と
の
へ

８

羽
柴
秀
吉
知
行
充
行
状
（
折
紙
）

知
行
所
々
弐
万
石
』
事
、
左
近
将
監
仁

被
』
宛
行
朱
印
目
録
』
相
添
令
扶
助
之

訖
、』
此
内
五
千
石
者
無
役
、』
壱
万
五
千
石
分
軍
』
役
相
勤
、
全
可
領
知
者
也

文
禄
四

二
月
廿
八
日
（
朱
印
）

（

信

高

）

冨
田
信
濃
守
と
の
へ

９

羽
柴
秀
吉
知
行
充
行
状
（
折
紙
）

為
加
増
令
扶
助
知
行
方
』
壱
万
六
拾
五
石
壱
斗
事
、
上
山
』
城
内
里
岩
田
上
津
屋

野
村
』
内
四
ヶ
所
出
米
分
合
弐
千
』
弐
拾
壱
石
壱
斗
可
領
知
候
、
并
』
於
江
州
内
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参
千
四
拾
四
石
、』
濃
州
内
五
千
石
、
合
八
千
四
拾
』
四
石
、
但
当
年
者
応
物

成
』
高
頭
以
納
米
可
被
下
、
来
年
』
御
検
地
之
上
被
為
所
定
』
可
被
仰
付
、
然
者

本
知
壱
万
』
百
石
都
合
弐
万
百
六
拾
五
石
』
壱
斗
全
可
領
知
候
也

天
正
十
八

九
月
七
日
（
朱
印
）

（

一

白

）

冨
田
左
近
将
監
と
の
へ

１０

羽
柴
秀
吉
知
行
充
行
状
（
折
紙
）

近
江
国
蒲
生
郡
』
内
所
々
合
九
千
百
』
七
石
参
斗
事
』〈
目
録
別
紙
／
在
之
〉
令

扶
助
訖
、』
全
可
領
知
候
也

天
正
十
九

卯
月
廿
六
日
（
朱
印
）

（

一

白

）

冨
田
左
近
将
監
と
の
へ

303



追筆 書止 法量・紙数 形態 状態 備考

付箋「東照宮」 恐々謹言 １：１８．５×５１．８
２：１８．５×２５．８

もと折紙ヵ 良 以下８通１巻

付 箋「小 西 行
長」

恐惶謹言 １：１６．４×４８．０
２：１６．４×４７．７
３：１６．４×４８．０
４：１６．４×４８．１

もと折紙ヵ 良

恐惶謹言 １：１７．１×４８．７
２：１７．１×４８．９

もと折紙ヵ 良

恐々謹言 １７．７×５０．９ もと折紙ヵ 良

恐々謹言 １５．５×４１．０ もと折紙ヵ 中破 袖欠損

恐惶謹言 １：１８．７×４９．７
２：１８．７×５０．３

もと折紙ヵ 良

恐惶謹言 １：１６．８×４７．１
２：１６．８×４７．５

もと折紙ヵ 良

恐々謹言 １：１６．８×２４．０
２：１６．８×１７．１

続紙 良 検討を要す

恐々謹言 ３４．７×４４．５ 竪紙・巻子
装

小破 袖欠損

かしく １：１７．５×５１．５
２：１７．５×３１．５
３：１７．５×６．０
封：１７．５×８．０

も と 折 紙
ヵ・巻子装

良

１：１７．０×４９．３
２：１７．０×４９．６

も と 折 紙
ヵ・巻子装

良 末尾に貞享２年正月吉旦の長尾勝
明による識語あり（１６．８×３４．３）

全可領知者也 １：４６．０×６６．０
２：４６．０×５４．０

竪紙 良

全可領知者也 １：４６．３×５８．３
２：４６．２×３４．８

竪紙 良

全可領知者也 ４５．８×６５．２ 折紙 良

全可領知者也 ４６．９×６５．０ 折紙 良

全可領知候也 ４７．０×６６．０ 折紙 良

全可領知候也 ４５．８×６５．１ 折紙 良

２６．８×２０．５ 冊子・袋綴 小破 後欠ヵ

２７．０×２０．０ 冊子・袋綴 小破

（追筆）「我心鏡
にうつるものな
らハ／よにたく
ひなき姿なら／
まし／（花押）
（徳川斉昭）」

１３．１×８．０ 折本 良 包紙（墨付ナシ、２４．０×３３．２）

１６．０×２０．７ 小切紙 良 包紙「御筆「烈公（徳川斉昭）」
二通／拝領 安島信立／「烈公御
筆」」（２２．８×１７．１）、２１―１４―１～
２を包む

１：１５．４×７．９
２：１５．４×１０．１

続紙 良 巻紙に書す
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①東京大学文学部所蔵「富田文書」目録

文書番号 文書名 年代 和暦 差出 宛所

２１―１―１ 徳川家康書状 １５９３１００１２０（文禄２年）１０月
１２日

（花押） 冨田左近将監殿

２１―１―２ 堀摂津守某書状 １６１００８００５０（慶長１５年）８月
５日

堀津守■（花押） 冨信の様／人々御中

２１―１―３ 秋田実季書状 １６２３１２０１１０（元和９年）１２月
１１日

秋 城 介／実 季（花
押）

宗作様／貴報

２１―１―４ 安藤重信書状 ９９９９１０００８０（慶長１８年ヵ）１０
月８日

安対馬守／重信（花
押）

冨田信濃守殿／人々御
中

２１―１―５ 本多正純書状 ９９９９０５００３０（慶長年間）５月
３日

本上野介／正純（花
押）

冨田信濃守殿

２１―１―６ 内藤忠興書状 ９９９９０４０１００（年未詳）４月１０
日

内藤帯刀／忠興（花
押）

冨田宗清様／御報

２１―１―７ 内藤忠興書状 １６７４０９０１３０（延宝２年）９月
１３日

内藤帯刀／忠興（花
押）

冨田宗清□／人々御中

２１―１―８ 白河隆綱書状 １５８９０７０１１０（天正１７年）７月
１１日

隆綱（花押） 参人々御中

２１―２―１ 冨田知勝書状 ９９９９０７００９０（天正年間）７月
９日

知勝（花押）

２１―３―１ 近衛信尹書状 １６１２１００１５０（慶長１８年ヵ）小
春１５日

（花押） 冨信州

２１―４―１ 結城秀康書状 ９９９９０９０１８０（慶長年間）９月
１８日

（花押） 土左馬殿

２１―５―１ 美濃国知行方目録 １５９１０１１１６０ 天正１９年閏１月
１６日

（朱印） 冨田左近将監とのへ

２１―６―１ 近江国知行方目録 １５９１０４０２５０ 天 正１９年４月２６
日

（朱印） 冨田左近将監とのへ

２１―７―１ 羽柴秀吉知行充行
状

１５９５０５０１６０ 文 禄４年５月１６
日

（朱印） 冨田左近将監とのへ

２１―８―１ 羽柴秀吉知行充行
状

１５９５０２０２６０ 文 禄４年２月２６
日

（朱印） 冨田信濃守とのへ

２１―９―１ 羽柴秀吉知行充行
状

１５９００９００７０ 天 正１８年９月７
日

（朱印） 冨田左近将監とのへ

２１―１０―１ 羽柴秀吉知行充行
状

１５９１０４０２６０ 天 正１９年４月２６
日

（朱印） 冨田左近将監とのへ

２１―１１―１ 冨田氏給人方知行
帳

１５９６１００１３０ 文 禄５年１０月１３
日

２１―１２―１ 冨田氏知行村付 １６１０１１０１３０ 慶 長１５年１１月１３
日

２１―１３―１ 懐中鏡入 ９９９９９９９９９９

２１―１４―１ 徳川斉昭和歌詠草 ９９９９９９９９９９

２１―１４―２ 徳川斉昭書状 ９９９９９９９９９９
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追筆 書止 法量・紙数 形態 状態 備考

１８．４×１２．５ 小切紙 良 包紙「烈公御筆」（１８．０×１３．８）
○モト斜封紙

火中 １８．３×２０．３ 小切紙 良 包紙「〈烈公様御筆〉廿九日ニ者、
御返し可被下候」（２２．７×１６．０）

（端書）「朱ハ源
烈公御真書」

１３．５×３６．９、
２丁

横帳（仮綴） 良 第２丁裏に徳川斉昭の書入あり

（端書）「朱ハ源
烈公御真書」

１３．７×３６．１、
３丁

横帳（仮綴） 良

１：１８．０×４９．４
２：１８．０×７．３

続紙 良 巻紙に書す、包紙「〈烈公様御跡
継〉當中納言慶篤君御直書」
（２３．９×１６．０）

以上 １８．０×４４．５ 切紙 良 斐紙、捻封、包紙「〈備前岡山ノ
城主松平備前守トナル〉九郎麿様
〈烈 公 九 男〉御 直 書」（２５．８×
１５．７）

火中 １４．３×５０．２ 切紙 良 包紙「烈公（徳川斉昭）様〈及〉
御簾中／貞芳院樣（吉子女王）御
直書〈其他〉」（２６．８×３４．１）○モ
ト斜封紙

１：１６．０×４１．５
２：１６．０×６．０

続紙 良 巻紙に書す

１：１５．８×２３．８
２：１５．８×１２／５

続紙 良 巻紙に書す

１５．８×２２．４ 小切紙 良

１：１３．６×３４．９
２：１３．６×４．１

続紙 良 巻紙に書す

火中 １．１５．８×２９．７
２：１５．８×１．３

続紙 良 巻紙に書す

１５．４×２１．４ 小切紙 良

早々早々 １：１５．５×２９．７
２：１５．５×２１．０

続紙 良 巻紙に書す

早々 １：１５．５×２９．６
２：１５．５×２．９

続紙 良 巻紙に書す

２０．１×２７．６ 小切紙 良

１：１５．８×２８．３
２：１５．８×４２．２
３：１５．８×４２．５
４：１５．８×４２．３
５：１５．８×１５．０

続紙 良 巻紙に書す

１：１７．６×１０．７
２：１７．６×３．５

続紙 良 巻紙に書す

頓首 １：１５．９×７６．３
２：１５．９×１０９．５
３：１５．９×１６．６

続紙 良 黄紙に書す、附箋「贈正四位戸田
忠太夫忠敬」（１２．０×２．１）、包紙
「水戸藩諸名士書翰類」（２６．７×
３２．４）

１：１５．８×１９．２
２：１５．８×５４．２
３：１５．８×１６．６

続紙 良 巻紙に書す、附箋「贈正四位藤田
誠之進彪」（１３．８×２．２）、斜封紙
「松 御 殿 様／上 藤 田 誠 之 進
（彪）」（２７．５×９．９）

１：１５．５×１９．０
２：１５．５×４８．０
３：１５．５×４７．８
４：１５．５×４４．０
５：１５．５×２９．７

続紙 良 巻紙に書す、附箋「安島帯刀」
（１２．３×３．４）、２１―２４―１～４一 括
（紐）、
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文書番号 文書名 年代 和暦 差出 宛所

２１―１５―１ 徳川斉昭書状 ９９９９９９９９９９ 三保之助（富田知定）

２１―１６―１ 徳川斉昭書状 ９９９９９９９９９９

２１―１７―１ 小瀧健介仕法ヶ条
書

９９９９９９９９９９

２１―１８―１ 某仕法書 ９９９９９９９９９９

２１―１９―１ 徳川慶篤書状 ９９９９０７００９０（年未詳）７月９
日

三保之助／智定

２１―２０―１ 松平昭休書状 ９９９９０４００９０（年未詳）卯月９
日

２１―２１―１ 貞芳院（吉子女王）
書状

９９９９１０００８０（年未詳）１０月８
日

〔冨田三保之助（知定）
へ〕

２１―２１―２ 某書状 ９９９９９９９９９９

２１―２１―３ 某書状 ９９９９９９９９９９

２１―２１―４ 某書状 ９９９９９９９９９９

２１―２１―５ 某書状 ９９９９９９９９９９

２１―２１―６ 某書状 ９９９９９９９９９９

２１―２１―７ 某書状 ９９９９９９９９９９

２１―２１―８ 某書状 ９９９９９９９９９９

２１―２１―９ 某書状 ９９９９９９９９９９

２１―２１―１０ 某書状 ９９９９９９９９９９

２１―２１―１１ 某書状 ９９９９９９９９９９

２１―２１―１２ 某書状 ９９９９９９９９９９ 三保之助（富田知定）
へ

２１―２２―１ 戸田忠敬書状 ９９９９０６００５０（年未詳）６月５
日

２１―２３―１ 藤田彪書状 ９９９９９９９２５０（年月未詳）２５日 〔藤田誠之進（彪）〕 〔松御殿様／上〕

２１―２４―１ 安島信立書状 ９９９９０６００４０（年未詳）６月４
日

弥次郎（安島信立） 彦之允（安島信順）樣
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追筆 書止 法量・紙数 形態 状態 備考

恐惶謹言 １５．５×３７．２ 切紙 良 附箋「安島帯刀」（１２．７×３．５）

恐惶謹言 ２３．４×４８．２ 折紙 良 附箋「贈正四位安島帯刀信立」
（１２．１×２．５）

１５．４×１８．２ 小切紙 良

１：１５．８×１６．１
２：１５．８×３６．２

続紙 良 巻紙に書す、附箋「贈正四位會澤
伊太夫（安）」（１２．１×２．１）

１：１５．８×１５．４
２：１５．８×４２．４
３：１５．８×３．８

続紙 良 巻紙に書す

１：１７．１×４６．９
２：１７．１×３６．１

続紙 良 巻紙に書す、附箋「贈正四位芦
〔根〕伊豫之助（泰）」（１２．３×２．２）

１：１５．８×４４．６
２：１５．８×４６．７
３：１５．８×４６．８
４：１５．８×２８．８

続紙 良 巻紙に書す、附箋「贈正四位武田
耕雲斎（正生）」（１２．２×２．０）

１：１５．５×１５．９
２：１５．５×１９．６

続紙 良 巻紙に書す

１２．０×１６．３、
４０丁

大和綴 良 外題「知定君殉難之砌／懐中之雑
書」
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文書番号 文書名 年代 和暦 差出 宛所

２１―２４―２ 安島信立書状 ９９９９０６０１９０（年未詳）６月１９
日

安島弥次郎／〈信立〉
（花押）

幸原武太郎殿〈参人々
御中〉

２１―２４―３ 安島信立書状 ９９９９０１０１１０（年未詳）正月１１
日

安 島 彌 次 郎／〈信
立〉（花押）

山方源四郎様〈参人々
御中〉／同丑次 郎 様
〈参人々御中〉

２１―２４―４ 安島信立書状 ９９９９０２００７０（年未詳）２月７
日夜

弥次郎（安島信立）

２１―２５―１ 会沢安書状 ９９９９０７０１６０（年未詳）７月１６
日

安（会沢）拝 安島（信立）大兄

２１―２５―２ 会沢安書状 ９９９９０１０１７０（年未詳）正月１７
日

会沢安／再拝 戸田（忠敬）君

２１―２６―１ 茅根泰書状 ９９９９０３０１２０（年未詳）３月１２
日

泰（茅根）／再拝 安東君執事

２１―２７―１ 跡部正生書状 ９９９９０２０１２０（年未詳）２月１２
日

跡（跡部正生） 伊賢兄

２１―２８―１ 日下部翼書状 ９９９９０７０２２０（年未詳）７月２２
日

日下部翼／再拝 松浦義兄

２１―２９―１ 富田知定雑書 ９９９９９９９９９９

②東京大学史料編纂所架蔵影写本『富田文書』所収文書目録

通番 文書名 和暦 差出 宛所 備考

１ 羽柴秀吉知行充行状 天正１８年９月７日 （朱印） 冨田左近将監とのへ 原本９―１

２ 羽柴秀吉知行充行状 天正１９年４月２６日 （朱印） 冨田左近将監とのへ 原本１０―１

３ 美濃国知行方目録 天正１９年閏１月１６日 （朱印） 冨田左近将監とのへ 原本５―１

４ 近江国知行方目録 天正１９年４月２６日 （朱印） 冨田左近将監とのへ 原本６―１

５ 羽柴秀吉知行充行状 文禄４年２月２６日 （朱印） 冨田信濃守とのへ 原本８―１

６ 羽柴秀吉知行充行状 文禄４年５月１６日 （朱印） 冨田左近将監とのへ 原本７―１

７ 白河隆綱書状 （天正１７年）７月１１日 隆綱（花押） 参人々御中 原本１―８

８ 徳川家康書状 （文禄２年）１０月１２日 （花押） 冨田左近将監殿 原本１―１

９ 本多正純書状 （慶長年間）５月３日 本上野介／正純（花押） 冨田信濃守殿 原本１―５

１０ 安藤重信書状 （慶長１８年ヵ）１０月８日 安対馬守／重信（花押） 冨田信濃守殿／人々御
中

原本１―４

１１ 堀摂津守某書状 （慶長１５年）８月５日 堀津守■（花押） 冨田信の様／人々御中 原本１―２

１２ 秋田実季書状 （元和９年）１２月１１日 秋城介／実季（花押） 宗作様／貴報 原本１―３

１３ 近衛信尹書状 （慶長１８年ヵ）小春１５日 （花押） 冨信州 原本３―１

１４ 中堀長茂起請文前書 慶長１６年１２月２５日 中堀内膳正長茂（花押） 富田勘解由殿 原本無

１５ 内藤忠興書状 （年未詳）４月１０日 内藤帯刀／忠興（花押） 冨田宗清様／御報 原本１―６

１６ 内藤忠興書状 （延宝２年）９月１３日 内藤帯刀／忠興（花押） 冨田宗清□／人々御中 原本１―７

１７ 花押鑑 原本無

１８ 後陽成天皇口宣案 天正１８年１０月２８日 豊臣知信 叙従五位下

１９ 後陽成天皇口宣案 天正１８年１０月２８日 豊臣知信 任信濃守

２０ 羽柴秀吉知行充行状 天正１９年７月２１日 （朱印） 冨田信濃守とのへ

２１ 羽柴秀吉知行充行状 慶長２年１月７日 （朱印） 冨田左近将監とのへ

２２ 徳川家康知行充行状 慶長１３年９月１５日 （朱印） 冨田信濃守とのへ

２３ 本多正純外三名連署書状 （慶長年間）４月４日 冨田信濃守殿

２４ 冨田宗清覚書

２５ 宇多源氏佐々木冨田系図
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